
京都市身体障害者手帳に係る障害程度の再認定に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，身体障害者福祉法（以下「法」という。）第１５条第４項の規定によ

る身体障害者手帳（以下「手帳」という。）について，手帳の交付を受ける者の障害程度

に変化が生じることが予想される場合に，法第１７条の２第１項又は児童福祉法第１９

条第１項の規定に基づく再認定を実施することにより，障害認定の適正化を図ることを

目的とする。 

（対象者及び時期） 

第２条 再認定を実施する対象者（以下「対象者」という。）及び再認定を実施する時期は，

別表第１の左欄に掲げる対象者の区分に応じ，原則，それぞれ同表右欄に掲げるとおり

とする。ただし，同表第１号に規定する者が別表第２の左欄に掲げる対象者のいずれか

に該当し，かつ，医師によって付された年月が同表の右欄に掲げる時期より前である場

合は，それぞれ同表の右欄に掲げる時期に再認定を実施するものとする。 

２ 市長は，別表第２の左欄に掲げる者で障害程度に変化が生じることが予想されるもの

については，手帳診断書・意見書に再認定を要しないと記載されている場合も，原則，

同表の右欄に掲げる時期に再認定を実施するものとする。 

３ 前２項に定めるもののほか，市長は，再認定を要しないとされた者又は再認定を要す

るとされたがその時期が到来しない者について，必要に応じ，随時，法第１７条の２第

１項又は児童福祉法第１９条第１項の規定による診査を行うことができる。 

第３条 別表第１第１号ただし書に規定する時期及び別表第２に掲げる時期（３歳到達時

を除く。）は，手帳を交付する日（以下「手帳交付日」という。）から起算した応当日の

属する月の末日とする。 

（通知） 

第４条 市長は，対象者に手帳を交付する際，第１号様式により，再認定を実施すること

を通知するものとする。 

２ 市長は，対象者に対し，再認定を実施する概ね３箇月前に，第２号様式により，診査

を受けるべき時期等を再度通知するものとする。ただし，市外からの転入者等で，本市

以外の手帳交付機関から交付を受けた手帳に再認定時期が付されている者のうち，転入

受付時に再認定時期までの期間が３箇月未満であるものについては，速やかに通知する

ものとする。 

（診査） 

第５条 対象者は，再認定の診査を受ける際，身体障害者手帳交付（再交付）申請書，身

体障害者診断書・意見書等の必要書類を市長に提出するものとする。 

２ 市長は，診査を行った結果，法別表に掲げる障害に該当すると認めた場合は，身体障

害者福祉法施行令第１０条第３項の規定に基づき，手帳の再交付を行うものとする。 

３ 市長は，診査を行った結果，法別表に掲げる障害に該当しないと認めた場合は，法第

１６条第２項の規定に基づき，第３号様式により，手帳の返還を求めるものとする。 

（督促等） 

第６条 市長は，再認定時期が到来したにもかかわらず，診査に応じない者については，

第４号様式により，再度通知するものとする。ただし，市長がやむを得ない理由がある



と認めるときは，この限りでない。 

２ 前項の規定に基づき速やかに診査を受けることを通知したにもかかわらず，診査に応

じない者については，第５号様式により，期限を定めて診査を受けるよう督促するもの

とする。 

３ 第１項ただし書の規定は，前項の場合について準用する。 

４ 市長は，対象者が診査に応じるまでは，本市の福祉施策の利用について制限を設ける

ことができる。 

（返還命令） 

第７条 市長は，第５条第３項の規定に基づき手帳の返還を求めたにもかかわらず，返還

を拒む者又は前条第２項の規定に基づき督促を行ったにもかかわらず，診査を受けるこ

とを拒む者については，法第１６条第２項の規定に基づき，第６号様式により，手帳の

返還を命じるものとする。 

２ 前条第１項ただし書の規定は，前項の場合について準用する。 

（罰則） 

第８条 市長は，前条第１項の規定に基づき手帳の返還を命じたにもかかわらず，正当な

理由なくこれに従わない者については，法第４８条の規定に基づき，必要な措置を講じ

るものとする。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか，事業の実施に関し必要な事項は，所轄部長が定め

る。 

附 則 

この要綱は，平成２０年１２月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，平成２６年４月１日から施行する（第２条及び第３条関係）。 

附 則 

この要綱は，平成２７年４月１日から施行する（第２条，第３条及び第７条関係）。 

附 則 

この要綱は，平成２８年４月１日から施行する（第２条関係）。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成３０年７月１日から施行する（第５条関係）。 

（経過措置） 

２ 平成３０年６月３０日までに視野障害４級以上の認定を受け，再認定対象者とされた

者で，平成３０年７月１日改正の京都市身体障害認定基準を適用した場合，等級が下が

る者は，従前の京都市身体障害認定基準を適用することができるものとする。 

  附 則 

（新型コロナウイルス感染症に関する特例） 

１ 令和２年３月１日から令和３年２月２８日までの間に再認定時期が到来する手帳を所

持する者であって，新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響により医師の手

帳診断書・意見書を提出することが困難となった者については，当該再認定時期に１年

を加えた時期を再認定時期とする。 



（施行期日） 

２ この要綱は，決定の日から施行する（令和２年５月２６日保健福祉局長決定）。 

   附 則（令和３年１月２８日保健福祉局長決定） 

この要綱は，決定の日から施行する。 

   附 則（令和３年３月２３日保健福祉局長決定） 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

   附 則（令和３年８月１９日保健福祉局長決定） 

（施行期日） 

１ この要綱は，決定の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この要綱による改正後の京都市身体障害者手帳に係る障害程度の再認定に関する要綱

別表第２第１号の規定は，令和３年９月１日以後に係る申請について適用し，同日前に

係る申請については，なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第２条関係） 

対 象 者 時 期 

⑴ 手帳診断書・意見書に再認定を要すると記載されて 

いる者 

医師によって付された年

月の末日。ただし，同日が

手帳交付日から起算して

１年未満である場合にあ

っては，１年後とする。 

⑵ 市外からの転入者等で，本市以外の手帳交付機関から

交付を受けた手帳に再認定時期が付されている者 

手帳に付された年月の末

日 

 

別表第２（第２条関係） 

対 象 者 時 期 

⑴ ３歳未満の乳幼児 ３歳到達日以降３箇月以内 

⑵ そしゃく機能障害で歯科矯正治療等を受ける予定の者 ３年後 

⑶ 脳血管障害に起因する７５歳未満の肢体不自由で，発症

後６箇月未満で手帳の交付を受ける者 

１年後 

⑷ 肢体不自由で，人工関節置換術，人工骨頭置換術等の関

節に関する手術（関節固定術を除く。）の適応がある者

又は当該手術後６箇月未満で手帳の交付を受ける者 

１年後（手術時期が未定の

者にあっては，５年後） 

⑸ 心臓機能障害で，先天性疾患による人工ペースメーカ等

植込術，人工弁移植又は弁置換の手術を受ける予定の者

又は当該手術を受けた者以外の者 

１年後（人工ペースメーカ

等植込術を受ける予定の

者又は当該手術を受けた

者にあっては，３年後） 

⑹ 小腸機能障害で，小腸切除（１級又は３級に該当する大

量切除の場合を除く。）又は小腸疾患による者 

３年後 

⑺ 初めて肝臓機能障害の認定を行う者で，第２回目の検査

時点において，Child-Pugh 分類の合計点数が７点から

９点の状態である者 

１～５年後 

⑻ 社会福祉審議会が必要と認める者 １～５年後 

 

 



第１号様式（第４条関係） 

  年  月  日 

 

         様 

 

京 都 市 長 

（地域リハビリテーション推進センター企画課） 

 

身体障害者手帳に係る障害程度の再認定について 

 

 この度，身体障害者手帳を交付することとなりましたが，将来，障害程度に変化が生じ

ることが予想されますので，下記の再認定時期までに，再認定に係る診査を受けていただ

きますようお願いします。 

 詳しくは，再認定時期の概ね３箇月前にお知らせします。 

  

  

記 

 

 

１ 手 帳 番 号     

 

２ 障 害 名     

   

３ 再認定時期     

 

 

 ４ 再認定の理由 



第２号様式（第４条関係）                           

  年  月  日 

      

        様 

    

京 都 市 長 

（地域リハビリテーション推進センター企画課） 

 

身体障害者手帳に係る障害程度の再認定について（通知） 

 

                    

 身体障害者手帳を交付する際にお知らせしておりました障害程度の再認定について，再認定

時期が近づきましたので通知します。 

 つきましては，下記の期限までに書類を提出していただきますようお願いします（書類の提

出から新たな身体障害者手帳の交付までに２箇月程度の期間を要する場合もあります。）。 

なお，指定医師が，身体障害者福祉法に定める障害程度に該当しないと診断された場合は，

速やかに，手帳を返還していただきますようお願いします（下記５の書類を提出していただく

必要はありません。）。 

記 

 

１ 手 帳 番 号    

２ 障 害 名     

３ 再認定時期    

４ 提 出 期 限    

５ 提 出 書 類 

(1) 再認定通知書（本通知） 

(2) 身体障害者手帳交付（再交付）申請書（区役所（支所）障害保健福祉課にあります。） 

(3) 身体障害者診断書・意見書（本通知に添付しています。） 

(4) 写真（縦４㎝×横３㎝，上半身，脱帽）１枚 

 

（注）再認定申請や返還届出の際には，①又は②も持参してください。 

① マイナンバーカード（個人番号カード） 

② 個人番号の通知カード（記載事項に変更がないもの）又は個人番号が印字された住

民票のいずれか及び顔写真付きの官公署発行の証明書（運転免許証等） 

 

６ 提 出 先    

 

 正当な理由なく，期限までに書類を提出されない場合は，本市の福祉施策の利用について

制限を設けるとともに，身体障害者福祉法第１６条第２項の規定により，手帳を返還してい

ただくことがありますので，御留意ください。 

 



第３号様式（第５条関係） 

（１）全部返還用 

  年  月  日 

      

        様 

    

京 都 市 長 

（地域リハビリテーション推進センター企画課） 

 

身体障害者手帳の返還について（通知） 

 

                    

 先に提出のありました身体障害者手帳交付（再交付）申請について，障害程度の再認定を

行った結果，身体障害者福祉法施行規則別表第５号に掲げる障害に該当しませんでした。 

 つきましては，現在お持ちの下記の身体障害者手帳を，速やかに，お住まいの区役所  

（支所）保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課に返還していただきますようお願い

します。  

 

記 

 

身体障害者手帳番号 第        号 

障   害   名 

 

 

 

 

 

【お持ちいただくもの】 

 

○ 身体障害者手帳 

○ マイナンバーカード（個人番号カード） 又は 

  個人番号の通知カード（記載事項に変更がないもの）又は個人番号が印字された住民

票のいずれか及び顔写真付きの官公署発行の証明書（運転免許証等） 

 



第３号様式（第５条関係） 

（２）一部返還用                           

  年  月  日 

      

        様 

    

京 都 市 長 

（地域リハビリテーション推進センター企画課） 

 

身体障害者手帳の返還について（通知） 

 

                    

 先に提出のありました身体障害者手帳交付（再交付）申請について，障害程度の再認定を

行った結果，身体障害者福祉法施行規則別表第５号に掲げる           障害に

該当しませんでした。 

 つきましては，現在お持ちの下記の身体障害者手帳を，速やかに，お住まいの区役所  

（支所）保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課に返還していただきますようお願い

します。 記載内容を変更した新たな身体障害者手帳をお渡しします。 

 

記 

 

身体障害者手帳番号 第        号 

障   害   名 

 

 

 

 

 

【お持ちいただくもの】 

 

○ 身体障害者手帳 

○ 写真（縦４㎝×横３㎝，上半身，脱帽）１枚 

○ マイナンバーカード（個人番号カード） 又は 

  個人番号の通知カード（記載事項に変更がないもの）又は個人番号が印字された住

民票のいずれか及び顔写真付きの官公署発行の証明書（運転免許証等） 



第４号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

        様 

 

京 都 市 長 

（地域リハビリテーション推進センター企画課） 

 

身体障害者手帳に係る障害程度の再認定について（再通知） 

 

 先日，標記の件について通知しましたが，身体障害者手帳の再認定の期日が過ぎてお

りますので，至急，下記の書類を提出していただきますようお願いします。 

なお，指定医師が，身体障害者福祉法に定める障害程度に該当しないと診断された場合は，

速やかに，手帳を返還していただきますようお願いします（下記４の書類を提出していただく

必要はありません。）。  

 既にお手続きされている場合は，入れ違いですので，御容赦ください。 

 

記 

 

１ 手 帳 番 号   

２ 障 害 名     

３ 再認定時期   

４ 提 出 書 類 

(1) 再認定通知書又は再認定再通知書（本通知） 

(2) 身体障害者手帳交付（再交付）申請書（区役所（支所）障害保健福祉課にあります。） 

(3) 身体障害者診断書・意見書（本通知に添付しています。） 

(4) 写真（縦４㎝×横３㎝，上半身，脱帽）１枚 

 

（注）再認定申請や返還届出の際には，①又は②も持参してください。 

① マイナンバーカード（個人番号カード） 

② 個人番号の通知カード（記載事項に変更がないもの）又は個人番号が印字された住

民票のいずれか及び顔写真付きの官公署発行の証明書（運転免許証等） 

 

 

５ 提 出 先  

 

正当な理由なく，期限までに書類を提出されない場合は，本市の福祉施策の利用について

制限を設けるとともに，身体障害者福祉法第１６条第２項の規定により，手帳を返還してい

ただくことがありますので，御留意ください。 

 



第５号様式（第６条関係） 

                          京都市指令リハビリ第  号  

  年  月  日 

 

         様 

 

京都市長           印 

（地域リハビリテーション推進センター企画課） 

 

身体障害者手帳に係る障害程度の再認定について（督促） 

 

 標記の件について，    年  月  日付けで再通知しましたが，これまでの間，再認定に

係る書類が提出されておりませんので，下記の期限までに書類を提出していただきますようお

願いします。 

なお，指定医師が，身体障害者福祉法に定める障害程度に該当しないと診断された場合は，

速やかに，手帳を返還していただきますようお願いします（下記４の書類を提出していただく

必要はありません。）。  

 既にお手続きされている場合は，入れ違いですので，御容赦ください。 
 

記 

 

１ 手 帳 番 号    

２ 障 害 名    

３ 提 出 期 限        年  月  日 

４ 提 出 書 類  

(1) 再認定督促書（本通知） 

(2) 身体障害者手帳交付（再交付）申請書（区役所（支所）障害保健福祉課にあります。） 

(3) 身体障害者診断書・意見書（本通知に添付しています。） 

(4) 写真（縦４㎝×横３㎝，上半身，脱帽）１枚 

 

（注）再認定申請や返還届出の際には，①又は②も持参してください。 

① マイナンバーカード（個人番号カード） 

② 個人番号の通知カード（記載事項に変更がないもの）又は個人番号が印字された住

民票のいずれか及び顔写真付きの官公署発行の証明書（運転免許証等） 

 

５ 提 出 先    

 

正当な理由なく，期限までに書類を提出されない場合は，身体障害者福祉法第１６条第

２項の規定により，手帳を返還していただくことになりますので，十分御留意ください。 

 

 



第６号様式（第７条関係） 

                           京都市指令リハビリ第  号  

    年  月  日 

        様 

 

京都市長          印 

（地域リハビリテーション推進センター企画課）  

 

身体障害者手帳の返還について（命令） 

 

  

 身体障害者手帳に係る障害程度の再認定について，これまで，再認定通知書，再認定再

通知書及び再認定督促書により，書類を提出していただくようお願いしておりましたが，

期限までに提出がありませんでした。 

したがいまして，既にお知らせしておりましたとおり，身体障害者福祉法第１６条第２

項の規定により，身体障害者手帳の返還を命じますので，下記の期限までに手帳を返還し

てください。 

 なお，本命令に違反する場合は，身体障害者福祉法第４８条の規定により，３月以下の

懲役又は１０万円以下の罰金に処せられることがある旨申し添えます。 

 

記 

１ 手 帳 番 号    

２ 障 害 名    

３ 返 還 期 限        年  月  日 

４ 返 還 先    

 

 この決定に不服があるときは，決定内容を知られた日の翌日から起算して３箇月以内に，京
都市長に対して審査請求をすることができます。（なお，決定内容を知られた日の翌日から起算
して３箇月以内であっても，決定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求は
できなくなります）。 

また，決定内容を知られた日（京都市長に審査請求をされた場合は，当該審査請求に対する
京都市長の裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内に，京都市を被告と
して，京都地方裁判所に処分の取消しの訴えを提起することもできます（なお，決定内容を知
られた日（京都市長に審査請求をされた場合は，当該審査請求に対する京都市長の裁決があっ
たことを知った日）の翌日から起算して６箇月以内であっても，決定（京都市長に審査請求を
された場合は，当該審査請求に対する京都市長の裁決）があった日の翌日から起算して１年を
経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります）。 

 


